
樹脂系３Ｄプリンターのご利⽤⽅法の変更について 
 

樹脂系の３Ｄプリンター（粉末焼結式樹脂造形機（新規）、樹脂積層式造形機、インクジェット

式光造形機）については、２０１９年４⽉１⽇より、ご利⽤⽅法および料⾦が改定されます。 

 

＜従来の料⾦計算・利⽤⽅法＞ 

 造形にかかる費⽤＝材料費込みの機器使⽤料×使⽤時間 
 開放機器としてご利⽤頂いておりました。（利⽤者様が機器を操作） 

 

＜新しい料⾦計算・利⽤⽅法＞ 

 造形にかかる費⽤＝機器使⽤料×使⽤時間＋材料費＋技術料＋諸経費  
 オーダーメイド試験（職員が機器操作を代⾏）としてのご利⽤になります。 
 その他のご利⽤⽅法（受託研究、共同研究等）についてはお問い合わせ下さい。 

 

＜対象機種＞ 

 

 

 

 

 
粉末焼結式樹脂造形機      樹脂積層式造形機     インクジェット式光造形機 

（新規導⼊） 
 

新しい料⾦は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 機器使⽤時間は機器のシミュレータで計算された値になります。 
   県外企業の利⽤は料⾦が 2 倍となります。（ただし、中国地域においては同⼀料⾦） 
※２ 材料使⽤量は機器のシミュレータで計算された値になります。  
※３ 造形データ作業やサポート除去作業、その他造形に必要な作業時間が加算されます。 
※４ モデルの発送費や梱包材費です。引き取りに来所される場合は必要ありません。 
 

＜お問合せ先＞ 

技術相談室 電話:0836-53-5053  E-Mail：soudan@iti-yamaguchi.or.jp 


